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清末北洋における兵員徴募と学兵
―陸軍第二・四鎮を中心に―

星　加　美沙子＊

Conscription and Cadet Soldiers Xuebing of Beiyang at the Late Qing.
Focusing on the 2nd and 4th Divisions

HOSHIKA Misako

摘要

在清末北洋的陆军改革中，北洋大臣兼直隶总督袁世凯为在以后施行征兵制，在陆军第二・四镇进行了含有征兵

要素的兵员征募。该征兵要素包括两点，一是强制性，即被推举为兵士者很难拒绝此推举，二是乡土性，即含陆军

第四镇在内的该两镇直隶军队均由直隶人组成。而且，成为征募第一对象的是富裕家庭出身的年轻人，实施这一措

施的目的在于显示征兵制的义务平等和兵士地位的提高。但征募进展得并不顺利，贿赂、顶替等逃避兵役现象时有

发生，其根源在于对军队的蔑视。

  另一方面，袁世凯以识字能力为标准，把兵士分为一般兵士和军官候选兵士这两类，并向军官候选兵士提供“学

兵”这一特殊地位，积极地施以军事教育。

Keywords：the late Qing period, modern Chinese army, Yuan Shikai, conscription, Xuebing

はじめに

　日清戦争以降の清朝末期、陸軍改革を主導する清朝にとって徴兵制をつうじた国民からの兵員徴募１は非常に重

要な課題であったが、結局辛亥革命により清朝は滅亡してしまった。しかしながら、この間に改革成果を挙げてい

た北洋２と南洋３での兵員徴募は、近い将来の徴兵制実施をにらんでなされたもので、前者は軍制の画一化を目指

した中央の練兵処が制定した「募兵制略」、後者は浙江・安徽・広東など南方各省が制定した徴募法のモデルとなっ

た。そのため、当時の南北洋の兵員徴募に対して考察を試みることは、近代中国軍事改革の草創期において目標と

して想定された兵士像や、徴募にあたって直面した問題などを明らかにするうえで重要であるといえよう。

　南北洋における兵員徴募について、南洋なかでも江蘇では「身元が確かで一定の識字能力を有する江蘇人」の

徴募を目指した志願兵制、江蘇「徴兵」４が1905年に実行され、日本の連隊区制にならった徴兵管区の設定や、

当時教育や商業振興などに注力しやがて江蘇自治を担うようになった地域エリートによる能動的な協力のもと、

多くの生員などの科挙資格保有者や童生（生員資格の取得をめざす受験者）及びその他の識字者が兵士となった。

この江蘇「徴兵」については、すでに研究が存在する５。一方、北洋でも1902年以降不定期的に兵員徴募が実施

されていたが、その考察は制度上にとどまり、運用実態については未だ言及がなされていない。そこで本稿では、

清末に北洋でおこなわれた兵員徴募の様相を考察することを第１の課題とする。

ところで、南洋と北洋で実施された兵員徴募は、西洋や日本をモデルとした近代軍隊の建設を目指すという点

で共通しているものの、兵士の質という点において南洋と北洋とで相違もあり、それは主に識字能力に示され

る知識水準に関わっていた。例えば、当時陸軍第九鎮（江蘇新軍）で管帯６を務めていた張斯麘らは「第九鎮が
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採用していた徴
マ マ

兵制は、他省が採用していた募兵制とは異なるものであった。……応徴者はみな「身元が確か」

で識字能力を有する地元の者で、游兵や潰勇７は一切徴募しなかった。……兵士はまた識字能力のない者はいな

かった。これは、袁世凱が練兵した新六鎮の〔兵士の〕大半が識字能力のない者だったこととは大きく異なって

いた」と回想している８。この点については北洋も認知しており、1908年当時北洋大臣兼直隷総督であった楊士

驤は「南洋の兵士で文字や図を理解できない者はほとんど１人もいない。それゆえ、操典・兵法・地理・武器・

物産の各書物を講義するにあたっても、〔兵士は〕容易に、明瞭に把握する」と述べ、陸軍第四鎮（北洋軍）で

の兵士教育の徹底を指示している９。以上のような状況では、北洋軍における科挙受験・及第者や識字者は非常

に貴重な存在であったことが推測できよう。そこで、本稿では第２の課題として徴募活動における彼らの存在や

入隊後の処遇についても注視したい。

なお、本論では科挙資格保有者・童生と一般の識字者とを別個の層として取り扱う一方で、時として両者を「知

識青年」または「知識兵士」と総称したい。確かに、ただ文字を理解する者と科挙受験に向け学習をしてきた者

とでは能力的にその差は明らかと言えるが、さきに引用した史料にもあるように、当時の新軍において兵士とし

ての人材を区別する際、識字能力という基準が大きな意味をなしていたためである。

１．北洋の軍事改革

　本論へと入る前に、当時の北洋軍事改革について、その主導者である袁世凱を中心に簡潔に記しておきたい10。

　1894年に発生した日清戦争に敗北した清朝は、国家危機を克服するために陸軍改革にふみきり、西洋や日本に

ならった「新軍」の創設を提唱した。なかでも1895年末に袁が創設した新建陸軍はその先駆けとされ、新建陸軍

が駐屯していた天津郊外の小站という地名に由来する「小站練兵」という名称は近代中国軍事改革の幕開けの代

名詞ともなっている。新建陸軍はドイツ陸軍をモデルとしていたため、袁はドイツ人軍事顧問を招聘してドイツ

式の軍制や訓練を施し11、のちに同時期江蘇で張之洞が練兵していた自強軍とともに、各省新軍練兵のモデルと

なるまでの発展をみせた12。

新建陸軍の練兵が評価された袁は、1899年末に山東巡撫へ昇進した13。これにともない、軍機大臣の栄禄が創

設した武衛軍に編成された新建陸軍改め武衛右軍も山東へ駐屯することとなった。前年に膠州湾をドイツに租借

された山東において、袁は既存の勇軍に対して武衛右軍と同様の軍制や訓練を適用し、また新たに武衛右軍先鋒

隊を編成し、山東防衛に備えた。さらには上述した自強軍も上諭によって山東への移転が決定し、袁は武衛右軍・

勇軍・武衛右軍先鋒隊・自強軍の練兵をおこなった。

1901年、同年に死去した李鴻章の後任として袁は北洋大臣兼直隷総督に就任した。「北洋六鎮」（のちの陸軍六

鎮）と総称される六つの軍団はこの時期に編成され、袁の重要な勢力基盤となり、さらには北洋軍閥を生み出し

た。袁は日本陸軍をモデルとして、1902年には募兵法「募練新軍章程」及び編成法「北洋常備軍営制餉章」を制

定して６鎮の編成・練兵を開始し、1905年までに北洋六鎮を完成させた。

また、この時期になると清朝中央も本格的に軍事改革に着手するようになり、1903年には各省新軍練兵を一括

管理するために北京に練兵処を設立し、練兵処の筆頭にあたる練兵大臣には慶親王奕劻、会辦大臣には袁世凱、

襄辦大臣には満洲旗人の鉄良が就任した14。翌年に練兵処は募兵に関する「募兵制略」や訓練に関する「訓練制略」

など、全29項目にわたる「営制餉章」を公布し、各省新軍の軍制画一化をはかった15。

1906年に立憲制への移行が決定すると、練兵処は官制改革で兵部より改名された陸軍部に吸収された。これを

機に中央官署における満漢併用制が廃止され、陸軍部尚書には鉄良、陸軍部左侍郎には蒙古旗人の寿勲、そして

陸軍部右侍郎には満洲旗人の廕昌が就任し16、軍権の中央化はさらに強められた。これにより、袁のつくりあげ

た北洋六鎮は全て陸軍部の直轄下におかれ、その名称も、北洋大臣の管轄地域よりももはや袁の威光を示す意味

合いの強かった北洋から全国統一の「陸軍」へと改称された。袁は時局や直隷省統治を根拠に陸軍第二鎮と陸軍

第四鎮は自身の管轄下に留めたものの17、結局翌年には軍機大臣兼外務部尚書に就任し18、さらに1909年には宣

統帝の代わりに国政にあたっていた監国摂政王の醇親王載灃から養生を命じられ19、以降辛亥革命の発生まで軍

権を得ることはなかった。

　それでは、このような変遷をたどりつつ、袁によって練兵された陸軍六鎮について説明しておきたい。
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　陸軍第一鎮は、1902年に上諭を受けた袁が3000人の八旗兵を訓練したことにはじまる。当初は京旗常備軍と

命名されたが、のちにその指揮権は鉄良のもとへわたり、また八旗兵より構成されていたため陸軍の筆頭鎮とし

てその名を得、北京に駐屯した。袁が北洋大臣兼直隷総督へ就任して初めて創設した軍隊が陸軍第二鎮である。

陸軍第二鎮は1901年末に直隷において6000人を募兵して練兵され、新練軍、北洋常備軍左鎮、北洋常備軍第一

鎮という名をへて1905年に改名され、保定・永平に駐屯した。1904年に発生した日露戦争による情勢緊迫化の

ために急ごしらえで創設されたのが、陸軍第三鎮である。在籍兵士は直隷・山東・河南・安徽出身が多く、保定

のち奉天に駐屯した。陸軍第四鎮は旧軍である保陽練軍を基礎に編成された軍隊で、以前は陸軍第二鎮と並んで

北洋常備軍右鎮という名称をもち、北洋第二鎮ののちこの名称となり、天津に駐屯した。陸軍第五鎮は陸軍第四

鎮の一部と武衛右軍先鋒隊により1905年に編成され、済南に駐屯した。最後の陸軍第六鎮は武衛右軍の一部と自

強軍、武衛右軍先鋒隊の一部から構成され、北京南苑に駐屯した20。

　このうち、本稿では袁が軍権を剥奪されるまでその管轄下においた陸軍第二・四鎮を考察対象とする。

２．北洋募兵法「募練新軍章程」

　さて、これより北洋における募兵状況をみていくが、まずはその基本となった募兵法「募練新軍章程」21につ

いて、先行研究をもとに確認しておきたい。

「募練新軍章程」は、1902年２月20日に北洋大臣兼直隷総督に就任して間もない袁世凱が上奏した「擬定募練新

章程請勅部立案摺」に付属文書として収められており、直隷省での初めての徴募のために、恐らくは西洋や日本を

表す「各国」の徴兵制・漢の調兵制・唐の府兵制を参考に制定されたもので、後の北洋における徴募でも適用された。

【募兵順序】

まず、その徴募の順序①～④について。①府・直隷州が州・県とともにその州・県の村落数及び村落の戸数・

人口を調査したうえで、村落長・首事・地保にその村落に土着し、かつ家族を有する郷民数人を推挙させる。②

知州・知県があらかじめ募兵章程を掲載した応募勧誘文を掲示し、定期的に募兵する。③応募者は村落長・首事・

地保をつうじて県へ応募し、応募者が一定数集まるまで自宅で待機する。④応募者が一哨（108人）分集まると、

委員が県へ出向き再度応募者を検査したのち、合格者の記録を２部作成し、委員と地方官が保管する。

この募兵順序の特徴は、実際に募兵をおこなう前に、兵士たるにふさわしい郷民を村落長などにあらかじめ推

挙させる点で、推挙された郷民の意思は尊重されたのか、という疑問が残る。また、各州・県の戸数及び人口を

もとに指定された兵員数を州・県が確保し兵士として供出するという方式に「徴兵性質」を見出す視点も存在す

る22。そして、募兵活動の地方官への一部委託も特徴である。特に兵士の記録の軍と地方行政での共有は、袁が

同時期に定めた常備軍（３年）・続備軍（３年）・後備軍（３年）制度23での軍営と郷里間の兵士の循環を円滑に

進めるためであった。

【募兵条件】

募兵条件は、①20歳以上25歳以下の年齢であること、②100斤（約60㎏）以上のものを持ち上げられる腕力を有す

ること、③４尺８寸（約160㎝）以上の身長であること、④１時間内に20里（約12㎞）以上の距離を歩くことができ

る体力を有すること、⑤曽祖父・祖父・父の名、及び応募者本人の住所・指紋の記録ができること、⑥阿片吸飲者・

素行不良者・前科者は応募不可、⑦五官不全・虚弱体質・眼病・持病を患っている者は応募不可、の７点である。

先行研究では、この募兵条件をしばしば「厳格なもの」ととらえ、近代兵員徴募の特徴である、具体的な数字

や基準に規定された体格や体質の画一化・身元の確実性といった観点から、徴兵制の要素とみなすものがある24。

ただこの点については、「募練新軍章程」の募兵条件が新建陸軍の「募兵告示」25におけるそれを基礎としている

ことに留意する必要もあるだろう。また、応募者の家族情報の提出に関しても、出自の確かな兵員を確保するこ

とによってこれまでの兵員応募者層であった游民を排除し26、兵士と軍営、そして兵士の家族との連結を緊密化

させ27、基層社会を把握したうえでの省主導による防衛体制を打ち立てるねらいが内在していた28。

一方上記のとおり、北洋軍の募兵条件には知識水準に関する項目が存在せず、袁は「兵は必ず格（募兵条件）

に合致しており、人（兵士）は必ず〔募兵地域に〕土着していること」の必要性を強調しているため、北洋では

兵士に対して知識よりも体力や品行、そして確実な身元を要求していたことが分かる。しかしながら、これは袁
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が決して知識水準を軽視していた、というわけではない。その根拠として、新建陸軍練兵期において袁は7300

人29の兵士より「読み書きの少しばかりできる兵士」234人を選抜して歩兵・砲兵・騎兵・徳文各科学堂へ入学

させ、下級軍官として養成している30。すなわち、袁は兵士を徴募地域に土着しており、過酷な訓練に耐えうる

体格及び体力や厳格な軍紀を遵守する品行を備えた大多数の一般兵士と、識字者である少数の軍官候補兵士とに

区別しており、今回の「募練新軍章程」は前者の徴募に重点を置いたのであった。

このように、一般兵士の徴募を目的とした袁の「募練新軍章程」には徴兵制の要素が随所に点在していた31。

また西洋や日本の徴兵制をモデルの１つとしたことからも、「募練新軍章程」はのちの徴兵制実施を見越して制

定されたと考えられよう。

３．募兵状況

⑴　陸軍第二鎮

　最初に「募練新軍章程」が適用されたのが陸軍第二鎮であり、袁世凱は1902年２月より新建陸軍練兵期に軍官

として抜擢した王英楷や王士珍らをそれぞれ直隷の正定・大名・広平・順徳・趙州・深州・冀州へ派遣し、各地

方官の協力のもと6000人の募兵を試みた32。

　この陸軍第二鎮の募兵状況については、当時袁世凱の軍事顧問として保定に赴任していた日本陸軍歩兵少佐、

立花小一郎による参謀総長大山巌への報告書、「筆報」を参考としたい。上述のとおり日清戦争後、清朝は陸軍

改革のモデルをドイツとしていたが、ドイツによる膠州湾租借、文化や給料面での便宜性、そして中国進出をも

くろむ日本の接近などからそのモデルは日本となり、多くの日本人軍事顧問が各省督撫に招聘された33。

さて、「募練新軍章程」による募兵はあまり順調ではなかったようだ。４月16日、「筆報第８号」で立花は初めて

募兵状況について言及したが、応募不調の原因を「募兵区ノ壮丁ハ兵タルヲ忌ミ各地ニ飛散」したためとし、募兵

額の6000人を達成するには「尚一ヶ月費ヤスヘシ」と予想した34。２週間後の５月１日には約4500人の募兵がなさ

れていたようだ。また、この頃には募兵における弊害も生じており、その例を立花は４点挙げている。まず１点目

が「富者ノ子弟ハ賄賂ヲ募兵官殊ニ県官ニ用ヒ多ク徴募ヲ免カル」こと、２点目が「募兵官及県官ハ富者ニ逼リ金

ヲ出サシメ若シ出ササレハ一家数丁ヲ募ル」こと、３点目が「金ナキモノノ子弟ハ争テ離散シ召募ヲ避ク」こと、

最後の４点目が「実際召募セラレ来ル新兵ヲ見ルニ貧民大分ヲ占メ体格品位等モ武衛左軍35ニ及」ばないこと、で

あった36。また、募兵額を満たして募兵が保定へ出発したのちも、その道中で匪賊による襲撃を受け、約50人の募

兵が死傷する事件も発生した37。しかしながら、この襲撃事件は景廷賓による反清蜂起に端を発するもので、その

動機は強制徴募にあった38。さらには、このような治安のなか保定に到着した募兵も「換玉ニシテ一時代身ノ為メ

来投ノ者」が多く、そのうえ逃亡兵も頻発しており、募兵担当者が非常に困窮していたことが報告されている39。

一方、1903年９月の清国駐屯軍司令官の仙波太郎による同じく大山への報告書「情報及進達」では、さきに立

花が報告した募兵を含めた、陸軍第二鎮の２度にわたる募兵が失敗に終わったと記されている。その原因は２点

存在しており、１点目は富裕層の若者が替え玉として人を雇って自身の代わりに兵士とさせたためで、２点目は

１点目のような若者に付け込んで募兵に携わる者が金銭を強要したため、募兵に応募する者は「兵隊ヲ渡世スル

モノニ外ナラザル結果」となってしまったというのだ。そしてこのような状況から、結局袁は「村長ヨリ勧挙ス

ル（其実ハ強制執行スル）法ヲ廃止シ只兵役志願ノモノニ限リ採用スルコトトナレリ是ニテ北洋陸軍ハ名実両ラ

募兵法ニ復シ袁氏カ将来之ヲ以テ必任義務制ノ起点トセントシタル苦心ハ全ク水泡ニ帰シ40」てしまった。

以上の報告書より陸軍第二鎮における徴募を総括してみると、３点にまとめることができよう。まず１点目

は、今回の徴募で適用された「募練新軍章程」文中にある「推挙」が強制性を有していたということだ。すなわ

ち、村落長などによる推挙を受けた者は兵士となることを免れることは難しかった。そして、その推挙の対象と

されたのが主に裕福な家庭の若者であったことが、２点目である。この１・２点より、今回の徴募には一般兵士

の募兵とともに、裕福な生まれの若者が強制性を有する推挙に応じて兵士となることを郷土に知らしめ、兵役の

義務と兵士の地位向上の周知という目標が存在していたと推測できる。袁は「擬定募練新章程請勅部立案摺」の

なかで西洋では「王公子弟の貴族とはいえ、また必ず軍隊に身を投じ、農民や市民もみな軍籍に入ると、貴族子

弟とともに隊列を組む」と記していたが 、現地の富裕層の若者を「王公子弟の貴族」や「貴族子弟」に置き換
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え、陸軍第二鎮においては郷民の身分や資産の関係ない強制推挙によって、徴兵制実行の基礎を固めようとした

のだ。しかしながら、富裕層の若者は賄賂や替え玉により軍隊への応募を拒否したため、結局応募者は貧困層が

多数を占め、その結果、陸軍第二鎮の兵士は決して質が高いとは言えないものとなったことが、３点目である。

⑵　陸軍第四鎮

　陸軍第四鎮にはその編成や教育などの沿革を記した『第四鎮鎮志』という史料が残されており、兵員徴募につ

いても記録されている。

　陸軍第四鎮も陸軍第二鎮と同じく「募練新軍章程」に基づいて募兵をおこなったが、その募兵はしばしば「徴

兵」と表記された。例えば、北洋における募兵をそのモデルの１つとして江蘇「徴兵」を実施した江蘇で発行さ

れていた日刊新聞、『申報』の1906年２月８日付の社説「蘇州での徴兵を論じる」には、「徴兵制は北洋で開始さ

れた」と記載されている42。同様に、『第四鎮鎮志』自体にも、陸軍第四鎮の募兵に徴兵制の要素が含まれてい

たと述べられている。

光緒30（1904）年１月、山東・河南・安徽などにおいて募兵した兵士がみな入隊したが、その多くは脱走し

てしまい、拿捕することは困難であった。そのため、〔光緒〕31（1905）年より本〔第四〕鎮は暇乞い・解雇・

脱走・死亡による欠員が出た際に協43・標44・営・隊45が随時現地で徴募し、補充することを禁止した。〔欠員は〕

すべて兵備処に報告して３月、また５月中に〔第四〕全鎮の欠員数を統計し、兵備処が随時委員を直隷省の

大名・順徳・広平・河間・正定などの府属に派遣し、各州県とともに初めに定めた章程にのっとり徴募勧誘し

た。また〔第四〕鎮は下級軍官を選抜し、募兵費用を携えさせて検査へ派遣した。〔募兵する兵士は〕みな〔直

隷〕本省土着の農民で、本省軍隊を補充したため、確かに募兵管区は定めてはいなかったが、徴兵の要素があっ

た46。

上の記述より、当時の北洋では各省の軍隊を各省に居住する兵士によって構成・循環させていくこと、そして

募兵管区の設定が徴兵制の要素として認識されていたようだ。そのため、例えば後者については実際1905年末

までに、八旗兵を兵員供給源とする陸軍第一鎮以外の北洋陸軍の募兵管区が北洋督練公所によって設けられてお

り、陸軍第四鎮には保定・正定・趙州・定州が指定されていた47。ただ、今回募兵をおこなった地域は募兵管区

外だったこともあり、厳密には遵守されていなかったようだ。

さて、このように陸軍第四鎮では1905年以降、各省の軍事統括機関である督練公所で兵員徴募などを担当する

部署の兵備処が軍隊の欠員を全て管理したうえで、「募練新軍章程」を基準とした募兵活動をおこなうようになっ

たが、最初は陸軍第二鎮と同じくうまくいかなかった。

徴募を開始した当初は未だ風気が開けていなかったため、人々の多くはやはり傍観するのみで、進んで応募

しようとはしなかった。裕福な家庭にいたっては〔応募を他の家に〕押し付け、また貧しい家庭も〔兵士と

して応募させることを〕惜しんだため、戸籍を偽る弊害があり、一旦応募して兵営へ到ってもすぐに逃亡す

ることもあった48。

さきの陸軍第二鎮では推挙という名の強制徴募が実施されていたが、後に志願兵制へと切り替えたように、陸

軍第四鎮の募兵が開始されて間もなくは強制性が排除されていたようだ。その一方で、陸軍第四鎮のみならず

陸軍第二～六鎮の募兵管区である直隷・山東・河南北部では強制徴募が常態化していたとする研究も存在してお

り49、袁の志願兵制への志向はやはり薄かったようだ。そして、陸軍第二鎮に引き続き富裕層の若者が他の者へ

応募を押し付けようとしていたことからも、やはり富裕層が兵士たる対象としてみなされていたことがわかる。

また、未だ兵士となることへの抵抗も根強く残っていた。

しかしながら、続備軍の駐在武官が深州へ募兵に赴いた際には、挙人の孟清渓や廩生の張乃賡ら13人が応募し

た50。晋州でも生員の趙鳴岐が応募し、彼らの応募は袁世凱へ書を呈したうえでの能動的な応募であったため、

「北洋軍隊における風気開化の先駆け」と記録されている51。「まともな男子は兵にはならない」という諺に示さ
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れる軍隊蔑視、応募忌避という当時の風潮の一掃には、当時未だ色濃く残る科挙を基準とした価値観に適合する

科挙資格保有者・童生の応募は非常に効果的であった。直隷人の徴募が陸軍第四鎮の１点目の特徴とするならば、

２点目はこのような科挙受験・及第者の応募であった。しかしながら、当時の科挙受験・及第者の応募に関する

先行研究52を調べた限りでは、このような例は上記の２例しか存在していない。また『第四鎮鎮志』にも記され

ているように、陸軍第四鎮の兵士の多くは直隷省土着の農民であったようだ。

　その後も陸軍第四鎮の徴募は続けられ、1906・1907年に再度募兵を実施した際は、続備軍の駐在武官と各州・

県が募兵を担当した53。

４．北洋における学兵

　新建陸軍練兵期より袁が兵士を一般兵士と軍官候補兵士とに区別していたことは既に述べたが、その認識は北

洋練兵期においても継続していた。北洋において知識兵士は、講武堂で軍事学を研究する軍官の「学員」に対し

てしばしば「学兵」と呼ばれ、入隊後には北洋陸軍速成学堂、随営学堂、そして学兵営という３種類の教育機関

での学習機会が与えられ、下級軍官として養成された。

　北洋陸軍速成学堂は1903年10月に保定に設立された。当時袁は陸軍小学堂・中学堂・大学堂の全12年の軍事

教育課程を計画していたが、中学堂・大学堂を建設するにはまだ風気が開けておらず、また小学堂を急いで建設

したところで弊害が発生すると袁は見込んでいた。そこで、これら軍事学堂が成立するまでの空白を埋める役割

を担ったのが、北洋陸軍速成学堂であった。その教育課程は「速成」の名のとおり２年課程で、修了後は下級軍

官（隊官54・排長55）や学堂教習に充てられた。北洋陸軍速成学堂の入学条件には年齢基準や素行などのほか、「文

理に通じていること」が掲げられていた56。本来、北洋陸軍速成学堂の学生は直隷省の小学堂卒業生を供給源の

１つとしていたが、小学堂を卒業して間もない学生は年齢などの入学条件に合致していなかった。そこで、1907

年に当時陸軍第四鎮統制57であった段祺瑞は陸軍第二・四鎮の「学兵には生員や童生が非常に多いため、この学

兵より一に在営中すでに軍人教育を受けており、二に訓練・座学に通じているものを選抜し、〔北洋陸軍速成学

堂へ〕入学させるとなすべきことは半分にして効果は倍」として、陸軍第二・四鎮の学兵の北洋陸軍速成学堂へ

の入学を袁へ提議し、その認可を得ていた58。

随営学堂は各鎮に１校設立される教育機関であり、陸軍第四鎮においては1904年に設立され、生徒である学兵

募集が1904年・1906年・1907年の３期にわたっておこなわれた。その対象となったのは識字能力を有する兵士

のほか、武官・文官の子弟及び地方の生員や小学堂卒業生であった。教習には優秀な下級軍官が充てられ、学兵

たちは営内の講堂で排長程度の学術を学んだ59。

そして最後の学兵営は、1906年に各鎮に設立された。その設立目的は下級軍官の養成で、各営より「聡明な兵

士」を選抜して形成され、学兵は１年を期間として歩兵操法や算数学、体操や一隊教練などを一部は実地訓練を

つうじて学んだ60。

　以上のように、知識兵士は一般兵士とは異なる「学兵」という特殊な地位に分類され、３年間の訓練を待たずし

て各教育機関での学習を施されたのち、下級軍官や教習に就任した。このような昇進ルートは、科挙が廃止され、

さらには陸軍小・中・大学堂への入学が叶わなかった知識青年、特に科挙受験・及第者にとっては新たな「昇官発

財」法となり、当時南方中心とされていた「従軍熱」61を北洋においても少なからず高揚させたのではないだろうか。

そして、この学兵設立の背景は２点推測できよう。まず１点目は、北洋陸軍速成学堂設立の経緯にもあるように、

当時の軍事教育制度の未整備による軍官の人材不足を補うためである。そして２点目は、１点目に関連して軍にお

ける不適任な軍官の排除である。北洋軍にはいわゆる「たたき上げ」の軍官が多く、新式軍事学の学習に必要な識

字能力を備えていない者や、ただ軍歴が長いため軍官へ昇進した者が多かった62。そのため、知識兵士に比較的早

い段階から新式軍事学を授け、軍官の刷新をはかることにより、新軍練兵をさらに発展させる必要があったのだ。

おわりに

　清末北洋における陸軍改革で、北洋大臣兼直隷総督の袁世凱は将来の徴兵制実施を目指したうえで、過酷な訓
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練に耐え、厳粛な軍紀を遵守するに相応しい体格・体力・品行を備えた一般兵士を確保するため、徴兵制の要素

を含んだ兵員徴募を陸軍第二・四鎮でおこなった。その徴兵制の要素とは、推挙された者は兵士となることへの

拒否が困難であるという強制性、直隷の軍隊を直隷人によって編成するという郷土性であった。そして徴募での

第一対象となったのは富裕家庭の若者で、この背景には、徴兵制における義務の平等と兵士の地位向上を示すと

いうねらいがあった。しかしながら、これらの徴募はあまり順調には進まず、軍隊蔑視を根源とする賄賂や替え

玉などによる応募忌避が頻発した。また、袁は徴募の段階で兵士を先述の一般兵士と科挙資格保有者・童生や識

字者よりなる軍官候補兵士とで区別しており、入隊後には軍官候補兵士に対しては積極的に教育機会を与えた。

ここで最後に、本稿冒頭で北洋と対比した南洋における徴募、すなわち江蘇「徴兵」との簡単な比較を試みる

と、強制性・協賛者の有無という２点の相違を挙げることができよう。１点目の強制性の有無について、北洋で

は「推挙」という名の強制徴募が存在していたのに対し、江蘇ではその主義に非強制を掲げ、応徴を拒否する場

合はその理由を問い、風気開化に役立てようとしていた。２点目の協賛者については、江蘇では章程制定の段階

より地域エリートに徴募活動への協力を「責務」付け、これに対して地域エリートは能動的にその役割を担い、

知識青年への徴募勧誘をおこなった。一方、北洋では徴募地域の村落長などが兵士の推挙を担当したものの、結

局徴募の決定権を握ったのは募兵委員や県の官吏といった軍及び行政であり、また村落長などが応募勧誘など推

挙以外の徴募活動に参画した例は確認できなかった。しかしながら、立憲改革の本格化にともない直隷省にも諮

議局が設立されると、地方自治の一環として徴募活動に関する議論も交わされるようになり、また1911年当時で

は「自治団体」による徴募活動への協力もおこなわれるようになっていた63。

　以上、本稿では清末北洋における兵員徴募及び学兵について考察してきた。その後、これら南北洋での徴募を

ふまえたうえでの徴兵制実施への議論がいかなる様相を呈したのか、そしてそれは民国以降どのように継承また

は断絶したのかに関しては、今後の課題である。

注

１　吉澤誠一郎氏は「清末中国における男性性の構築と日本」（『中国―社会と文化』第29号、2014年）において、清末当時は戸籍制度の未

整備、兵士の素養・国家意識の欠如から、徴兵制の実施には現実性が欠如していたと述べている。

２　「北洋」という語句は本来山東・直隷などの省を含む地域概念であったが、のち天津条約により北洋通商大臣（前：三口通商大臣）が

設立され、李鴻章が就任し洋務運動を積極展開して以降はその管轄地域である奉天・直隷・山東という地域を意味するほか、李鴻章勢

力を「北洋勢力」とみなす政治的な意味も含まれるようになった。袁世凱の北洋大臣就任後、その傾向はさらに強まり、清末当時「北

洋」や「北洋勢力」は袁世凱や袁世凱の勢力を意味していた（張華騰『北洋集団崛起研究（1895～1911）』（中華書局、2009年）１～３頁）。

そのため、本稿においては「北洋」を「清末に北洋大臣の袁世凱が管轄していた奉天・直隷・山東」と定義づけたい。

３　「南洋」という語句については、南京条約により開港した広州・福州・厦門・寧波・上海の通商・外交事務を担当する南洋通商大臣（前：

五口通商大臣）に由来して、これら５港の属する広東・福建・浙江・江蘇を指す。しかし、両広総督に代わって両江総督が南洋大臣を

兼任するようになってからは、「南洋」はしばしば江蘇を意味するようになった。例えば、日清戦争時署理両江総督として自強軍を練兵

していた張之洞は、中央に江蘇へのドイツ人軍人顧問ハンネッケンの招聘を要請した際、江蘇を「南洋」と称していた（中国社会科学

院近代史研究所中華民国史組編『清末新軍編練沿革』（中華書局、1978年）、電報檔案、７頁）。また、その後も江蘇新軍に適用された制度

は「南洋徴兵局章程」（徴募）や「南洋実行辦法」（軍法）など、「南洋」を冠するものも存在した。そのため、本稿においては「南洋」を「広

東・福建・浙江・江蘇を指すが、なかでも江蘇を指す認識の強い地域名称」と定義づけたい。

４　江蘇「徴兵」は上奏文などでもその徴募法を「徴兵」と謳いながらも、本段落で記しているとおりその実態は応徴者の意思による「志

願兵制」であり、当時西洋や日本で実施されていた国家が強制力をもって国民に兵役を課す徴兵制とは異なっていた。そこで本稿にお
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